
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　大腸内視鏡検査時に、大腸内視鏡と共に使用される大腸内視鏡検査補助具であって、
　直腸肛門部内に配置され、上記大腸内視鏡が内部に挿通される管本体部と、
　上記管本体部に設けられ、上記直腸肛門部から大腸内部を減圧して上記大腸内視鏡筒部
外側面部に大腸内壁を密着させうる吸引減圧部とを有

ことを特徴とす
る大腸内視鏡検査補助具。
【請求項２】
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し、
　上記吸引減圧部は、上記大腸内視鏡筒部外側面部に大腸内壁が密着されている状態で上
記大腸内視鏡を肛門外へ引き戻すことにより、大腸を折り畳むことができるように大腸内
部を減圧しうるように形成され、
　上記吸引減圧部は、上記管本体部に設けられた複数の孔部と、
　上記複数の孔部を介して、上記孔部から大腸内部の空気を吸引して大腸内部に陰圧を形
成しうる減圧機構とを有し、
　上記減圧機構は、上記複数の孔部へ連通する陰圧供給通路と、
　上記陰圧供給通路を介して陰圧を供給しうる陰圧供給部とを有し、
　上記管本体部には、大腸内視鏡が上記管本体部内に円滑に挿通されるように管本体部内
部に潤滑剤を供給しうる潤滑剤供給部が設けられ、
　上記管本体部の基部側には、挿通される上記大腸内視鏡と圧接して、外部から上記管本
体部への空気の流入を防ぐことができる空気流入遮断部が設けられている



上記管本体部を上記直腸肛門部内に固定しうる固定部を有することを特徴とする請求項１
記載の大腸内視鏡検査補助具。
【請求項３】
　上記固定部は、上記管本体部の外部に設けられ、流体が供給されることにより上記管本
体部外方へ膨出しうる膨出部と、この膨出部へ流体を供給しうる流体供給部とを有するこ
とを特徴とする請求項２記載の大腸内視鏡検査補助具。
【請求項４】
　上記膨出部は、上記管本体部の先端部に設けられ、内部に流体が供給されることにより
膨出するバルーン体により構成されていることを特徴とする請求項３記載の大腸内視鏡検
査補助具。
【請求項５】
　上記バルーン体は、上記管本体部の全周に亘って設けられていることを特徴とする請求
項４記載の大腸内視鏡検査補助具。
【請求項６】
　上記管本体部の基部側には、上記管本体部を肛門部外方において支持しうる保持片が設
けられていることを特徴とする請求項１乃至５記載の大腸内視鏡検査補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大腸内視鏡検査補助具に係り、特に、大腸内視鏡の大腸内への挿入及び、腸
管の牽引、短縮、直線化が容易で、長期間の訓練を要することなく安全に検査を行うこと
ができる大腸内視鏡検査補助具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、大腸内視鏡検査に使用される内視鏡は、上記内視鏡の先端部に吸引口部及び観察
レンズが設けられた前方視鏡型内視鏡が使用されている。
　ところで、図４に示すように、人間の大腸内は腹膜等周辺筋繊維や臓器により固定され
ている直腸部４２、下行結腸部４６、上行結腸部５４（以下、固定腸という）と、上記腹
膜等周辺筋繊維や臓器により固定されていない、Ｓ状結腸部３８、横行結腸部４９（以下
、自由腸という）により形成されているとともに、上記固定腸と自由腸の間には肝彎曲部
５３、脾彎曲部５０、Ｓ状結腸下行結腸移行部４７と呼ばれる大きな屈曲部が形成されて
いる。
【０００３】
　大腸内視鏡を被検者の直腸肛門部から挿入して、自由腸としてのＳ状結腸部３８から固
定腸としての下行結腸部４６へ至る際には、Ｓ状結腸部３８は肛門部方向に対して鋭角に
屈曲するヘアピンカーブ状に形成されていることから、上記大腸内視鏡を押し入れるのみ
では、上記大腸内視鏡の挿入方向にＳ状結腸部３８の腸壁が伸長されるのみであり、上記
内視鏡の挿入が困難であるとともに、場合によっては上記内視鏡操作に伴い腸壁穿孔事故
が生ずる可能性もある。
　このような内視鏡は、食道、胃、十二指腸の検査にも使用されるが、食道、胃、十二指
腸はいずれも臓器の形状、構成そのものが単純であり、医師は容易に挿入して、検査を行
うことができる。
　しかしながら、大腸内視鏡検査は、上記のような胃内視鏡等の検査と異なり、腹膜等周
辺筋繊維や臓器により固定されている固定腸である直腸部４２等、上記腹膜等周辺筋繊維
や臓器により固定されていない自由腸であるＳ状結腸部３８等及び、上記固定腸と自由腸
の間に設けられ、ヘアピンカーブ状に大きく屈折して形成されているＳ状結腸下行結腸移
行部４７等により構成された複雑な大腸内部を挿通する必要がある。
【０００４】
　従って、従来より、大腸内視鏡により大腸の内視鏡検査を行う場合には、検査を行う医
師は長期間に亘って大腸内視鏡を大腸内へ安全かつ円滑に挿入するための訓練を行う必要
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があり、大腸内視鏡検査が国内で年間約２００万件行われているにも関わらず、誰しもが
大腸内視鏡の検査を行うことができる訳ではなく、上記大腸内視鏡検査を行うための教育
施設も不足しており、また、最悪の場合には、検査中に腸壁を傷つけ、孔が形成される事
故が発生する場合もある、という問題点が存していた。
【０００５】
　この場合、上記大腸内視鏡の挿入作業の困難性を解消する観点から、上記自由腸内壁を
内視鏡先端部に設けられた吸引部において陰圧により吸引して大腸内視鏡に吸着させ、大
腸内視鏡を大腸内へ押し込むのではなく、自由腸部分を大腸内視鏡と共に肛門方向へ繰り
返し引き戻して折り畳み込んでしまい、通常であれば自由に形態が変化する自由腸部分を
畳み込むことで固定化し、固定腸へ直線的に連続させた状態で、大腸内視鏡を固定腸へ挿
入する挿入方法が提案されていた。
【０００６】
　このような観点から、従来より、上記内視鏡前方に設けられた鉗子口を兼ねた吸引口か
ら腸管内の空気を吸引して陰圧を形成し、自由腸内壁を内視鏡に吸引させて内視鏡を引き
戻し、自由腸であるＳ状結腸部、横行結腸部の折り畳みによる牽引を行い、自由腸を蛇腹
状に折畳させうるように構成された大腸内視鏡が提案されている（特許文献１及び特許文
献２）。
　一方で、従来、大腸内視鏡補助具を使用して大腸内視鏡の挿入を容易にする技術が提案
されている（特許文献３及び特許文献４）。
【特許文献１】国際公開番号　ＷＯ９４ / １０８９６
【特許文献２】特開２００２－１２５９２１
【特許文献３】特開昭６４－４２００１
【特許文献４】特開平０１－２２７７３７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この場合、大腸内視鏡の全域に亘って大腸内壁を吸着捕捉するために必要な陰圧を得る
ためには、強力な吸引力を必要とするものであるが、このような従来の大腸内視鏡にあっ
ては、上記大腸内視鏡の先端部に設けられた吸引口部のみにより大腸内部の気体を吸引さ
せることにより大腸の折り畳みによる短縮牽引が行われるように構成されていることから
、粘膜層と、粘膜下層と、筋肉層と、漿膜層とからなる柔らかい腸管粘膜のうち、粘膜層
及び粘膜下層が上記吸引口部により引き込まれてしまい、上記内視鏡先端部に設けられ、
吸引口に隣接した観察レンズ部が腸管粘膜により覆われるため大腸内視鏡検査に必要な視
野が確保できず、内視鏡をさらに挿入させることが困難であった。
【０００８】
　この場合、視界を確保するために吸引口部からの吸引状態を停止し、陰圧を解除した場
合には、内視鏡と、大腸内壁との密着が不十分となり、大腸の折畳みが不可能となる。
　その結果、大腸内視鏡検査における上記のような自由腸の折り畳みによる短縮牽引にあ
たっても、長時間の訓練が必要であると共に勘による名人芸的な技術を要するものである
、という不具合が存していた。
【０００９】
　さらに、従来の大腸内視鏡にあっては、上記のように、吸引孔部は内視鏡の先端部にの
み設けられていることから、大腸内壁は内視鏡の先端部にのみ吸着されるものであり、大
腸内壁の内視鏡への密着が不十分なことから、上記折り畳み作業中に、内視鏡側面部から
大腸内壁が離脱してしまうことが多かった。
　その結果、その都度、大腸内壁の吸着作業及び折り畳み作業を繰り返さなければならず
、大腸内視鏡の被検者内への挿入時間が延長されてしまい、被検者に苦痛を与える、とい
う不具合が存していた。
【００１０】
　即ち、従来の上記大腸内視鏡検査においては、上記折り畳み作業の際に大腸内視鏡の先
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端部側面に密着して折り畳まれた大腸が離脱し易いため、確実に大腸内視鏡に吸着させて
折り畳むためには、上記内視鏡の進退操作を複数回繰り返す必要があり、被検者の直腸肛
門部が上記内視鏡の進退操作による摩擦で擦過され、疼痛を伴う場合も生じていた。
　また、特許文献３に記載された技術は、Ｓ状結腸部のみを吸着し直線化させるものであ
り、Ｓ状結腸部以外の自由腸である横行結腸部において吸着させることはできないため、
大腸内視鏡を横行結腸部を介して上行結腸部の最奥部に至るまで円滑かつ安全に挿入する
ことができず、盲腸部へ至るまで補助することはできなかった。
【００１１】
　特許文献４に記載された技術は、挿入補助具の先端部のみ備えられた吸着手段により吸
着させるものであることから、従来と同様に、柔らかい腸管粘膜のうち、粘膜層及び粘膜
下層が上記吸引口部により引き込まれ、上記内視鏡先端部に設けられた観察レンズ部が覆
われるため大腸内視鏡検査に必要な視野が確保できず、上記内視鏡を大腸内腔部に進行さ
せることが困難であった。
【００１２】
　また、上記特許文献４にかかる検査補助具は、内視鏡筒部外側面の全体に大腸内壁を密
着させうる作用を奏するものではなく、Ｓ状結腸部の直線化のみに用いられるものである
ことから、Ｓ状結腸部以外の自由腸である横行結腸部において吸着させることはできない
ため、大腸内視鏡の挿入を盲腸部へ至るまで補助することは困難であった。
【００１３】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、大腸内への挿入時における内視鏡の視界を
確保しつつ、大腸内視鏡と大腸内壁との間に大きな摩擦抵抗力を与え、自由腸の折り畳み
を確実に行うことにより、検査医師が長期間の訓練を要することなく、大腸内視鏡を自由
腸であるＳ状結腸部から、同様に自由腸である横行結腸部を介して上行結腸部の最奥部に
至るまで円滑かつ安全に挿入することができ、大腸内視鏡検査を安全かつ容易に行うこと
ができる大腸内視鏡検査補助具の提供を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　このような技術的課題解決のため、請求項１の記載の発明は、

　したがって、請求項１記載の発明にあっては、上記内視鏡検査補助具は、管本体部が上
記直腸肛門部の内方に配置された状態において、上記管本体部内に上記大腸内視鏡が挿通
されて使用される。
【００１５】
　また、上記陰圧供給部から陰圧が供給され、上記複数の孔部により大腸内部の空気が吸
引されることにより大腸内部に陰圧を形成しうる。
【００１６】
　また、上記管本体部内に潤滑剤が供給されることにより、上記管本体部内において上記
大腸内視鏡が円滑に挿通されるように形成されている。
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大腸内視鏡検査時に、大
腸内視鏡と共に使用される大腸内視鏡検査補助具であって、直腸肛門部内に配置され、上
記大腸内視鏡が内部に挿通される管本体部と、上記管本体部に設けられ、上記直腸肛門部
から大腸内部を減圧して上記大腸内視鏡筒部外側面部に大腸内壁を密着させうる吸引減圧
部とを有し、上記吸引減圧部は、上記大腸内視鏡筒部外側面部に大腸内壁が密着されてい
る状態で上記大腸内視鏡を肛門外へ引き戻すことにより、大腸を折り畳むことができるよ
うに大腸内部を減圧しうるように形成され、上記吸引減圧部は、上記管本体部に設けられ
た複数の孔部と、上記複数の孔部を介して、上記孔部から大腸内部の空気を吸引して大腸
内部に陰圧を形成しうる減圧機構とを有し、上記減圧機構は、上記複数の孔部へ連通する
陰圧供給通路と、上記陰圧供給通路を介して陰圧を供給しうる陰圧供給部とを有し、上記
管本体部には、大腸内視鏡が上記管本体部内に円滑に挿通されるように管本体部内部に潤
滑剤を供給しうる潤滑剤供給部が設けられ、上記管本体部の基部側には、挿通される上記
大腸内視鏡と圧接して、外部から上記管本体部への空気の流入を防ぐことができる空気流
入遮断部が設けられていることを特徴とする。



【００１７】
　また、上記管本体部は空気流入遮断部により、上記基部側への肛門外方からの空気の流
入が防止されるように形成されている。
【００１８】
　請求項２記載の発明にあっては、上記管本体部を上記直腸肛門部内に固定しうる固定部
を有することを特徴とする。
　したがって、請求項２記載の発明にあっては、上記固定部により、上記管本体部は上記
直腸肛門部内に固定されるように形成されている。
【００１９】
　請求項３記載の発明にあっては、上記固定部は、上記管本体部の外部に設けられ、流体
が供給されることにより上記管本体部外方へ膨出しうる膨出部と、この膨出部へ流体を供
給しうる流体供給部とを有することを特徴とする。
　したがって、請求項３記載の発明にあっては、上記流体供給部から流体が供給されるこ
とにより、上記管本体部の外部に設けられた固定部が外方へ膨出するように構成されてい
る。
【００２０】
　請求項４記載の発明にあっては、上記膨出部は、上記管本体部の先端部に設けられ、内
部に流体が供給されることにより膨出するバルーン体により構成されていることを特徴と
する。
　したがって、請求項４記載の発明にあっては、上記バルーン体の内部に流体が供給され
ることにより、上記バルーン体が膨出されるように形成されている。
【００２１】
　請求項５記載の発明にあっては、上記バルーン体は、上記管本体部の全周に亘って設け
られていることを特徴とする。
　したがって、請求項５記載の発明にあっては、上記バルーン体が上記管本体部の全周に
おいて被検者の上記直腸肛門部内に当接されるように形成されている。
【００２２】
　請求項６記載の発明にあっては、上記管本体部の基部側には、上記管本体部を肛門部外
方において支持しうる保持片が設けられていることを特徴とする。
　したがって、請求項６記載の発明にあっては、上記管本体部が被検者の肛門部外方にお
いて管本体部が脱落されないように固定されている。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は、上記のように構成されているので、以下の効果を奏する。
　請求項１記載の発明によれば、従来の大腸内視鏡とは異なり、大腸内に挿入された内視
鏡の先端部に設けられた吸引孔部から吸引して大腸内壁を大腸内視鏡に吸着させるもので
はなく、上記吸引減圧部により直腸肛門部において吸引減圧を行うように構成されており
、大腸内壁は内視鏡の側面部の長さ方向に亘って内視鏡側面部の全体に吸着される。
【００２４】
　大腸内壁は内視鏡の先端部のみならず、内視鏡の側面部全体に吸着され、大腸内壁は内
視鏡の先端部のみに集中して吸着されるものではないことから、内視鏡先端部に配設され
た対物レンズが大腸内壁に覆われてしまい、視界を失ってしまう、という従来の不具合を
解消することができる。従って、内視鏡の視界を確保しつつ安全に挿入作業を行うことが
できる。
【００２５】
　また、上記のように、大腸内壁は内視鏡の先端部のみならず、内視鏡の側面部全体に吸
着されることから、大腸内視鏡と大腸内壁との間に大きな摩擦抵抗力が生まれ、自由腸を
折りたたむ場合に、確実に折り畳み作業を行うことができる。
　従って、従来の大腸内視鏡におけるように、内視鏡の先端部においてのみ吸着させるこ
とによる、大腸内壁の内視鏡への密着の不十分さから、上記折り畳み作業において、一度
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吸着させた大腸内壁が内視鏡から離脱してしまう、という事態を有効に防止することがで
きる。
【００２６】
　その結果、折り畳み作業において、内視鏡の側面部から大腸内壁が離脱するたびに、大
腸内壁の吸着作業及び折り畳み作業を繰り返さなければならず、大腸内視鏡の被検者への
挿入時間が延長されてしまい被検者に苦痛を与える、という問題点を解消することができ
る。
【００２７】
　また、上記折り畳み作業により折り畳まれた大腸を上記直腸肛門部に設けられた吸引減
圧部により吸引することにより、上記折り畳み状態を直腸肛門部側に保持して、一度密着
した大腸内壁が離脱する事態を防止することができ、先端部の視界を確保しつつ上記大腸
内視鏡の挿入を行うことができる。
【００２８】
　また、従来の大腸内視鏡検査補助具と異なり、Ｓ状結腸部の直線化のみに用いられるも
のではなく、内視鏡筒部外側面の全体に自由腸内壁を密着させ、その結果、大腸内視鏡を
肛門外へ引き戻すことにより自由腸であるＳ状結腸部及び横行結腸部を折り畳むことがで
きるため、大腸内視鏡を自由腸であるＳ状結腸部から、同様に自由腸である横行結腸部を
介して上行結腸部の最奥部である盲腸部に至るまで円滑かつ安全に挿入することができ、
さらに、請求項１記載の発明にあっては、内視鏡が挿通可能に形成されている管本体部が
直腸肛門部内に配置されていることから、上記大腸内視鏡が直腸肛門部を進退されること
により伴う上記大腸内視鏡の摩擦による肛門輪周囲皮膚の疼痛を防止することができる。
【００２９】
　また、請求項１記載の発明によれば、上記吸引減圧部は、上記管本体部に設けられた複
数の孔部が設けられていることから、上記大腸内視鏡検査補助具は、上記孔部から大腸内
部の空気を均等に吸引させ、被検者の大腸内部に均一な陰圧を形成することができる。
【００３０】
　また、請求項１記載の発明によれば、上記大腸内視鏡を上記管本体部内において進退さ
せた場合であっても、上記管本体部と上記大腸内視鏡間に潤滑剤が供給され、上記大腸内
視鏡の進退操作により、上記大腸内視鏡に付着された潤滑剤が上記大腸内視鏡により肛門
部内へ供給されることから、上記潤滑剤供給部により供給された潤滑剤により、肛門括約
筋付近における大腸内視鏡と肛門部との間の摩擦力を低減させることができ、上記大腸内
視鏡の進退操作を円滑かつ容易に行うことができる。
　本来、大腸粘膜自体は常に粘液という潤滑液により保護されているが、上記大腸と肛門
部周辺の皮膚との境界にあたる肛門括約筋付近においては、上記粘液の分泌が不足してい
ることから、上記肛門部に上記潤滑剤が供給されることにより、大腸内視鏡の挿入を容易
に行うことができる。
【００３１】
　また、請求項１記載の発明によれば、上記大腸内視鏡検査補助具の基部側には、空気流
入遮断部が設けられていることから、大腸内視鏡の挿通時にあっても、上記管本体部と大
腸内視鏡との間に形成される隙間からの管本体部内への空気の流入を防ぎ、大腸内部の減
圧状態を確実に維持させることが可能となる。
【００３２】
　請求項２記載の発明によれば、大腸内視鏡を管本体部内に挿通させて、大腸内へ挿入す
ると共に引き戻す作業を行った場合であっても、管本体部が直腸肛門部から離脱する事態
を防止することができ、円滑に内視鏡検査を行うことができる。
【００３３】
　請求項３記載の発明によれば、上記管本体部の外部に膨出部が設けられていることから
、上記管本体部が被検者の直腸肛門部に挿入された状態で、上記膨出部を膨出させること
により、上記管本体部が上記直腸肛門部の大腸内壁に当接し、上記管本体部を上記直腸肛
門部の内方に確実に固定させることができる。
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【００３４】
　請求項４記載の発明によれば、上記管本体部を被検者の直腸肛門部内に挿入させた状態
において、上記バルーン体を膨出させることにより、上記管本体部を被検者の直腸肛門部
内の大腸内壁に当接させることにより確実かつ安全に固定させることができ、大腸内視鏡
を挿入又は引き出し操作を行った場合であっても、上記大腸内視鏡検査補助具が被検者の
直腸肛門部から脱落したり、移動してしまう事態を防止することが可能となる。
【００３５】
　請求項５記載の発明によれば、上記バルーン体が上記管本体部の全周において被検者の
上記直腸肛門部内に当接されていることから、上記管本体部は上記バルーン体により全周
が固定され、上記管本体部が直腸肛門部内から脱落されることを防止することができる。
　また、上記バルーン体は上記管本体部の全周に設けられているため、上記管本体部と直
腸肛門部との間に形成される隙間からの大腸内部への空気の流入を防ぎ、大腸内部の減圧
状態を確実に維持させることが可能となる。
【００３６】
　請求項６記載の発明によれば、上記保持片により上記管本体部は支持されることから、
上記大腸内視鏡検査補助具を使用して大腸の吸引及び折り畳み作業を繰り返した場合であ
っても、被検者の肛門部から管本体部が抜け落ちることを防止することができ、上記大腸
の折り畳み作業を確実に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、添付図面に示す実施の形態に基づき、本発明にかかる大腸内視鏡検査補助具１０
を詳細に説明する。
【００３８】
　本実施の形態に係る大腸内視鏡検査補助具１０は、図１～図３に示すように、大腸内視
鏡検査時に、内視鏡と共に使用される大腸内視鏡検査補助具であって、直腸肛門部１２内
に配置され、上記大腸内視鏡１３が内部に挿通される管本体部１１と、上記管本体部１１
に設けられ、上記直腸肛門部１２から大腸内部５７を減圧して、大腸内視鏡１３の上記内
視鏡筒部外側面部５６に大腸内壁１５を密着させうる吸引減圧部１６とを有する。
【００３９】
　また、上記吸引減圧部１６は、上記管本体部１１に設けられた複数の孔部１８と、上記
複数の孔部１８を介して、上記孔部１８から大腸内部５７の空気を吸引して大腸内部５７
に陰圧を形成しうる減圧機構１９とを有し、上記減圧機構１９は、上記複数の孔部１８へ
連通する陰圧供給通路２０と、上記陰圧供給通路２０を介して陰圧を供給しうる陰圧供給
部２１とを有する。
【００４０】
　また、図１に示すように上記管本体部１１には、内視鏡が上記管本体部１１内に円滑に
挿通されるように管本体部１１内部に潤滑剤を供給しうる潤滑剤供給部２５が設けられて
いる。
【００４１】
　また、上記管本体部１１の基部２８側には、挿通される上記大腸内視鏡１３と圧接して
、外部から上記管本体部１１への空気の流入を防ぐことができる空気流入遮断部２６が設
けられている。
　また、上記管本体部１１を上記直腸肛門部１２内に固定しうる固定部１７を有する。
【００４２】
　また、上記固定部１７は、上記管本体部１１の外部に設けられ、流体が供給されること
により上記管本体部１１外方へ膨出しうる膨出部２２と、この膨出部２２へ流体を供給し
うる流体供給部２３を有する。
【００４３】
　また、上記膨出部２２は、上記管本体部１１の先端部２９に設けられ、内部に流体が供
給されることにより膨出するバルーン体２７により構成されている。
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　また、上記バルーン体２７は、上記管本体部１１の全周に亘って設けられている。
　また、上記管本体部の基部側には、上記管本体部を肛門部外方において支持しうる保持
片が設けられている。
【実施例】
【００４４】
　図３に示すように、本実施例にかかる大腸内視鏡検査補助具１０は、被検者３０の直腸
肛門部１２内に大腸内視鏡１３を挿通して大腸内視鏡検査を行う際に使用される。
　尚、図３においては、被検者３０を検査台（図示せず）上において腹臥位にして、恥骨
部及び前腸骨棘部の位置において平面馬蹄形であって、下腹部の前面部及び側面部を覆う
枕９１を検査台と被検者の間に配置し、被検者３０の恥骨部及び前腸骨棘部を上方へ持ち
上げた状態で大腸内視鏡検査補助具１０を装着して大腸内視鏡１３を使用している状態を
示す。
【００４５】
　図１、図２及び図４に示すように、上記内視鏡検査補助具１０は、直腸肛門部１２内に
配置され、上記大腸内視鏡１３が内部に挿通される管本体部１１と、上記管本体部１１に
設けられ、上記直腸肛門部１２から大腸内部５７を減圧して上記内視鏡筒部外側面部５６
に大腸内壁１５を密着させうる吸引減圧部１６とを有している。
【００４６】
　図１、図２に示すように、上記管本体部１１は、シリコン素材により形成され、エイズ
等の病原菌の感染を避けるため、使用後は使い捨てにできるように形成されている。
　上記管本体部１１は短円筒状に形成され、被検者３０の直腸肛門部１２に挿入しうる径
寸法に形成されており、本実施例における上記管本体部１１の外径の直径は２５ｍｍに形
成され、上記管本体部１１の全長は７０ｍｍに形成されている。
【００４７】
　上記管本体部１１は、上記のようにシリコン素材により形成されていることから、可撓
性を有し、被検者３０の直腸肛門部１２の形状にあわせて彎曲することができ、内部には
略円筒状の空洞部が形成されている。
【００４８】
　上記管本体部１１は、円筒形状に形成され、内部に形成される空洞部の直径は、大腸内
視鏡１３の直径よりも若干大きい径寸法に形成されている。本実施例においては、上記大
腸内視鏡１３の径寸法が１４ｍｍであることを前提に、上記内径寸法は１５ｍｍに形成さ
れている。
【００４９】
　本実施例において上記管本体部１１は、シリコン素材により形成されているが、上記管
本体部１１は、柔軟なプラスティック素材により形成されるか、又は金属製であってもよ
い。
【００５０】
　図１に示すように、上記管本体部１１の基部２８側には、上記管本体部１１を肛門部外
方において支持しうる保持片９０，９０，９０，９０が設けられている。
　上記保持片９０，９０，９０，９０は、平面長方形状に形成され、上記管本体部１１の
基部２８側において鍔状に側方に４基突出して形成されている。
　上記保持片９０，９０，９０，９０の外径寸法は、被検者３０の直腸肛門部１２の外径
より大きい径寸法に形成され、上記管本体部１１が被検者３０の直腸肛門部１２に挿入さ
れた場合であっても、直腸肛門部１２内に管本体部１１が固定されるように構成されてい
る。
　使用時においては、図３に示すように、上記保持片９０，９０，９０，９０を粘着テー
プを用いて被検者３０の肛門部周辺の皮膚に固定して、上記管本体部１１が移動しないよ
うに固定して使用される。
【００５１】
　図１、図２に示すように、上記吸引減圧部１６は、上記管本体部１１の先端部２９に設
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けられた６個の孔部１８と、上記６個の孔部１８を介して、上記孔部１８から大腸内部５
７の空気を吸引して大腸内部５７に陰圧を形成しうる減圧機構１９とを有する。
　上記減圧機構１９は、上記６個の孔部１８へ連通する６本の陰圧供給通路２０と、上記
陰圧供給通路２０を介して陰圧を供給しうる陰圧供給部２１とを有する。
【００５２】
　図１に示すように、上記陰圧供給部２１は適宜のコンプレッサーにより形成され、陰圧
供給通路２０は上記管本体部１１内に形成されており、陰圧供給通路２０と上記コンプレ
ッサーとの間は適宜の陰圧を供給可能なホース８０により接続されている。
【００５３】
　図１に示すように、管本体部１１の基部２８側には、上記６本の陰圧供給通路２０を統
合しうるように形成された陰圧室９２が設けられ、上記管本体部１１の基部２８側の端部
には、上記陰圧室９２を閉塞しうるように形成された蓋部９３が設けられ、使用時におい
ては、上記蓋部９３を管本体部１１の基部２８側端部に装着することにより上記陰圧室９
２が形成されるように構成されている。
　上記蓋部９３には、上記陰圧室９２に挿通されるように形成された陰圧供給孔部６９が
設けられている。
【００５４】
　図１に示すように、上記ホース８０は、上記陰圧供給孔部６９に挿通し固定しうるよう
に形成された大小２個のアダプター９４，９５を介して接続されている。
　上記各アダプター９４，９５は、円筒形状部と、複数の異なる系寸法からなる円錐状の
係止片部とから形成されている。
　上記各アダプター９４，９４の円筒形状部位を互いに接合し、上記大径のアダプター９
５の係止片部位を上記ホース８０内に挿入することにより、上記ホース８０は上記アダプ
ター９４に接続され、上記小径のアダプター９５の係止片部位を上記陰圧供給孔部６９内
に挿入させることにより、上記アダプター９５を上記陰圧供給孔部６９に接続させること
ができる。
【００５５】
　上記各陰圧供給通路２０は、上記陰圧室９２と各孔部１８との間に設けられている。陰
圧供給通路２０は、管本体部１１の管壁内に軸方向に沿って６本形成され、管本体部１１
の先端部２９に開口して形成された６基の孔部１８に連通している。　　
【００５６】
従って、図１、図２及び図４に示すように、陰圧供給源であるコンプレッサーから陰圧供
給通路２０へ供給された陰圧は孔部１８を介して大腸内部へ供給され、その結果、大腸内
部を減圧して大腸内壁１５を吸引するように構成されている。
　上記大腸内部５７が減圧されることにより、大腸内壁１５が上記大腸内視鏡筒部外側面
部５６に密着され、上記大腸内視鏡１３を大腸肛門部１２側へ牽引することにより、大腸
の内、自由腸が蛇腹状に折畳まれ短縮される。
【００５７】
　図１、図２に示すように、上記管本体部１１の先端部２９には、上記管本体部１１を固
定しうる固定部１７が設けられ、上記固定部１７は、上記管本体部１１の外部に設けられ
、流体が供給されることにより上記管本体部１１外方へ膨出しうる膨出部２２と、上記膨
出部２２へ流体を供給しうる流体供給部２３とを備えている。
　上記膨出部２２は、上記管本体部１１の先端部２９に設けられ、内部に流体が供給され
ることにより膨出するバルーン体２７により形成されている。
【００５８】
　図１に示すように、上記流体供給部２３は、流体供給源３７と、上記管本体部１１の基
部２８側の端部に設けられた流体供給孔部８１と、この流体供給孔部８１と上記流体供給
源３７との間に配設された適宜の流体を供給可能なホース８２と、上記管壁内において、
軸方向に沿って形成されるとともに、上記流体供給孔部８１とバルーン体２７との間に設
けられた一本の流体供給路３３とにより構成されている。
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　上記ホース８２と上記流体供給源３７との間には、上記流体供給源３７から供給された
流体が逆流するのを防ぐために逆支弁９７が設けられている。
【００５９】
　上記バルーン体２７は合成樹脂製の袋状に形成され、上記管本体部１１の先端部２９の
外周壁面全周に亘って固着されている。
　上記管本体部１１が被検者３０の直腸肛門部１２内に挿入される前においては、上記バ
ルーン体２７内の流体は排出された状態であり、上記袋状のバルーン体２７は萎んだ状態
で管本体部１１に設けられている。
【００６０】
　上記管本体部１１が被検者３０の直腸肛門部１２内に完全に挿入された場合には、上記
流体供給源３７から流体供給路３３を介して、上記バルーン体２７へ流体が供給され、上
記流体供給部２３から供給された流体が充満され、上記バルーン体２７が袋状に膨出され
た状態となる。
【００６１】
　本実施例にあっては、上記バルーン体２７の内部に供給される流体は水である。上記流
体としては、上記バルーン体２７が破裂することにより、大腸内部５７に流出した場合で
あっても、人体に悪影響を与えない流体が用いられる。
【００６２】
　上記流体供給部２３からの流体の供給により、上記バルーン体２７内部に流体が充填さ
れ、上記バルーン体２７は、被検者３０の直腸肛門部１２内方において膨張され、上記管
本体部１１は被検者３０の直腸肛門部１２において被検者３０の肛門括約筋により圧接さ
れることとなるため、上記管本体部１１を直腸肛門部１２の内方において固定することが
できる。
【００６３】
　上記管本体部１１は、上記袋状に膨出した状態のバルーン体２７により、被検者３０の
直腸肛門部１２内方において上記バルーン体２７が大腸内壁１５に圧接し、上記管本体部
１１が直腸肛門部１２内において固定されるものである。
【００６４】
　図１、図２に示すように、上記管本体部１１には、大腸内視鏡１３が上記管本体部１１
内に円滑に挿通されるように管本体部１１内部に潤滑剤を供給しうる潤滑剤供給部２５が
設けられている。
【００６５】
　上記潤滑剤供給部２５は、潤滑剤供給源５８と、上記管本体部１１の基部２８側の端部
において設けられた潤滑剤供給孔部８３と、この潤滑剤供給孔部８３と、上記潤滑剤供給
源５８との間に配設された適宜の流体を供給可能なホース８５と、上記管壁において上記
管本体部１１の内部の空隙に開口する開口部８６と、上記開口部８６と上記潤滑剤供給孔
部８３との間において、上記管壁内において、上記管本体部１１の長さ方向に沿って形成
された１本の潤滑剤供給路３４とにより構成されている。
　上記ホース８５と上記潤滑剤供給源５８との間には、上記潤滑剤供給源５８から供給さ
れた潤滑剤が逆流するのを防ぐために逆支弁９８が設けられている。
【００６６】
　従って、上記潤滑剤供給源５８から潤滑剤がホース８５を介して潤滑剤供給孔部８３を
通り、潤滑剤供給路３４から上記開口部８６を介して管壁内側面に供給されるように構成
されている。
【００６７】
　上記潤滑剤はゼリー状に形成され、上記内視鏡筒部外側面部５６と上記内壁周面３５と
間の気密性を維持しつつ、大腸内の陰圧を維持しながら、上記大腸内視鏡１３の進退操作
が容易となる。
【００６８】
　上記潤滑剤が上記大腸内視鏡１３の進退操作において吸引消失された場合には、上記潤
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滑剤供給源５８から、上記潤滑剤供給路３４を介して、上記潤滑剤を上記内視鏡筒部１４
と上記管本体部１１の空洞部間に追加して供給し、常時、管本体部１１内の内周壁面３５
上には潤滑剤が存在するように形成されている。
【００６９】
　図１に示すように上記管本体部１１の基部２８側には、挿通される上記大腸内視鏡１３
と圧接して、外部から上記管本体部１１への空気の流入を防ぐことができる空気流入遮断
部２６が設けられている。
　上記空気流入遮断部２６は、上記管本体部１１の基部２８端部の内方において、上記大
腸内視鏡１４が挿入された場合には上記大腸内視鏡１４の外周面部と圧接して、陰圧状態
を維持しうるように基部２８端部の内方の全周に亘って設けられている。
【００７０】
　上記空気流入遮断部２６は、上記管本体部１１と一体に成形され、上記内視鏡筒部外側
面部５６に密着し、上記大腸内部５７が減圧されることにより上記基部２８から上記直腸
肛門部１２内への空気の流入を防止する。
【００７１】
　同様に、図１に示すように上記管本体部１１の先端部２９側には、挿通される上記大腸
内視鏡１３と圧接して、外部から上記管本体部１１への空気の流入を防ぐことができる空
気流入遮断部９６が設けられている。
　上記空気流入遮断部９６は、上記管本体部１１の先端部２９端部の内方において、上記
大腸内視鏡１４が挿入された場合には上記大腸内視鏡１４の外周面部と圧接して、陰圧状
態を維持しうるように先端部２９端部の内方の全周に亘って設けられている。
【００７２】
　上記空気流入遮断部９６は、上記管本体部１１と一体に成形され、上記内視鏡筒部外側
面部５６に密着し、上記大腸内部５７が減圧されることにより上記先端部２９から上記直
腸肛門部１２内への空気の流入を防止する。
【００７３】
　以下、添付図面に示す実施例に基づき、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具１０の作用
について詳細に説明する。
　大腸内視鏡検査補助具１０は、図３に示すように、大腸内視鏡検査時に被検者３０の直
腸肛門部１２内に挿入することにより、大腸内視鏡１３の挿入を容易にし、図２２に示す
ように、上記大腸内視鏡検査補助具１０より大腸内部５７の空気を吸引することにより、
大腸内壁１５を上記大腸内視鏡外側面部５６に密着させ、図２３に示すように、上記大腸
内視鏡１３を牽引することにより、蛇腹状に自由腸を折り畳むことにより、ヘアピンカー
ブ状に配置されている自由腸としてのＳ状結腸部３８を短縮化することにより、Ｓ状結腸
部３８を直線化し、上記大腸内視鏡１３の挿入を容易にすることができる。
【００７４】
　本実施例にかかる大腸内視鏡検査補助具１０の使用時には、上記大腸内視鏡１３は予め
上記大腸内視鏡検査補助具１０の管本体部１１に設けられた空洞部内に挿通されている。
【００７５】
　上記管本体部１１が直腸肛門部１２内へ挿入される前においては、上記袋状に形成され
ているバルーン体２７は、内部に流体が供給されていないことから、萎んだ状態となって
いる。このため、上記バルーン体２７は管本体部１１の外周面部において上記直腸肛門部
１２内方に挿入されやすい形状に形成されている。
【００７６】
　大腸内視鏡検査補助具１０が装着された大腸内視鏡１３を直腸肛門部１２内へ挿入した
後、上記流体供給部２３から流体供給路３３を介して上記バルーン体２７へ水を供給する
。
　この液体の供給により、上記バルーン体２７は膨張し被検者３０の肛門括約筋を内部か
ら圧迫することにより直腸肛門部１２内に固定される。
【００７７】
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　その後、図３に示すように、上記管本体部１１に設けられた上記保持片９０，９０，９
０，９０を夫々被検者３０の肛門部周囲の皮膚に粘着テープ３６により固定する。その後
、上記陰圧供給通路２０を介して陰圧供給部２１から大腸内へ陰圧を供給する。その結果
、上記大腸内視鏡検査補助具１０の先端部２９に設けられた６個の孔部１８を介して大腸
内部の空気は吸引され、大腸内部に陰圧が形成される。
【００７８】
　上記大腸内視鏡検査補助具１０に使用される大腸内視鏡１３は、ファイバースコープや
電子スコープ等、種類を問わず使用することができる。
　本実施例に使用される大腸内視鏡１３は、図２５に示すように、先端部３９には、送気
孔４０、吸気孔４１、観察レンズ５９、ライトガイド６０、鉗子口６１が設けられている
。
【００７９】
　次に、被検者３０を腹臥位（うつ伏せ状態）にした状態における、本実施例に係る大腸
内視鏡検査補助具１０を装着した際の大腸内視鏡１３の操作を説明する。
　上記管本体部１１の空洞部内に挿通された大腸内視鏡１３を被検者３０の直腸肛門部１
２内に挿入して、被検者３０の直腸部を上記大腸内視鏡１３により観察後に、上記大腸内
視鏡検査補助具１０の上記管本体部１１を被検者３０の直腸肛門部１２に挿入する。
【００８０】
　この場合、管本体部１１に設けられた保持片９０，９０，９０，９０が、被検者３０の
直腸肛門部１２外方に当接するため、過度の挿入が抑止され、検査に慣れていない医師で
あっても常に上記管本体部１１を直腸肛門部１２の定位置に挿入することが可能となり、
的確に管本体部１１の挿入を行うことができる。
【００８１】
　被検者３０の直腸部を観察した後、図３に示すように、上記管本体部１１を被検者３０
の直腸肛門部１２内方に固定し、大腸内視鏡１３を上記管本体部１１内部に設けられた空
洞部内へ挿通して、被検者３０の直腸肛門部１２内方へ挿入する。
【００８２】
　以下、図５～図１１は、直腸肛門部１２から挿入された大腸内視鏡１３がＳ状結腸部３
８から下行結腸部４６へ至る間の進行状態を示し、夫々被検者３０を腹臥位にした場合の
Ａ図は被検者３０の側面図、Ｂ図は被検者３０の腹部から観察した状態を示す平面図であ
る。
　従って、図Ａにおいて左方は頭部方向、右方は脚方向、下方は腹部を示し、図Ｂにおい
て、左方は頭部方向、右方は脚方向を示す。
【００８３】
図１２においてＡ図は大腸内視鏡をＳ状結腸部３８内で夫々３０度右回転、Ｂ図は４５度
右回転、Ｃ図は６０度右回転させた状態を示す。図１４～図２０は夫々、被検者３０の腹
部から観察した状態を概念的に示す平面図を示す。
図２６、図２７、図２８は、夫々大腸内部における自由腸（Ｓ状結腸部３８、横行結腸部
４９）が移動しうる最大範囲を本願発明者自身のＣＴスキャンにより撮影した像に基づき
作成された石膏模型９９を示し、夫々、図２６は被検者の腹臥位にして左側腹壁を４５度
引き上げた状態の側面図を示し、図２７は同様の状態で被検者の背面から見た見下ろし図
を示し、図２８は同様の状態で被検者の肛門側から見た図を示す。尚、矢印１００は肛門
側を示す。
図１４～図１９は、被検者を腹臥位にして左側腹壁を４５度引き上げた状態の側面図であ
り、上記石膏模型９９を使用して、大腸内視鏡１３が横行結腸部４９を介して盲腸部５５
へ至る間の進行状態を示し、夫々被検者３０を腹臥位にした場合の図Ａは上記図２６によ
る被検者の左側面図、図Ｂは上記図２７による被検者の背面から観察した状態を示す見下
ろし図、図Ｃは上記図２８による被検者の肛門側から観察した状態を示す肛門側の図を示
す。
【００８４】
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　以下に、大腸内視鏡１３を直腸肛門部１２から挿入して、自由腸であるＳ状結腸部３８
を介して固定腸である下行結腸部４６内に挿入し、下行結腸部４６の最奥部である脾彎曲
部５０へ至るまでの行程を説明する。
　図５Ａ～図５Ｂに示すように、被検者３０を腹臥位にして、恥骨部及び前腸骨棘部の位
置において、平面馬蹄形であって、腰部周囲を装着される枕９１を用いて恥骨部及び前腸
骨棘部を上方へ持ち上げ、前腹壁部６４を自然下垂させた状態にして大腸内視鏡１３を挿
入する。
　上記のように、腹臥位で恥骨部を挙上して前腹壁部を自然下垂させることにより、下方
へ膨張させ、前腹壁部６４の底部にＳ状結腸部３８を上記Ｓ状結腸部３８の自重及び、腸
液の重さにより寄せ集められた状態にする。
　これにより、非常に急なヘアピンカーブ状に配置され、大腸内視鏡１３挿入時に最も通
過に困難を極めるＳ状結腸部３８を、直腸部４２から頭方向へ向かう下部Ｓ状結腸部８８
と、下部Ｓ状結腸部８８の先端から反転してＳ状結腸下行結腸移行部４７へ至る上部Ｓ状
結腸部８９とに分割することができる。
【００８５】
　図５Ａ～図５Ｂに示すように、直腸肛門部１２内に予め上記大腸内視鏡１３を挿通した
上記管本体部１１を挿入し、上記管本体部１１に設けられたバルーン体２７を膨張させ、
上記管本体部１１を直腸肛門部１２内に固定させる。
　直腸肛門部１２内への上記管本体部１１の固定は、直腸肛門部１２内に上記大腸内視鏡
１３を挿入する前に行ってもよい。
【００８６】
　図５Ａ～図５Ｂに示すように、上記直腸肛門部１２内方に挿入された上記大腸内視鏡１
３は、上記被検者３０の直腸部４２を越えて仙骨の抵抗で屈曲されて Down angle方向（下
方向）へ進行する。
【００８７】
　大腸内部５７に挿入された上記大腸内視鏡１３の先端部３９を、男性では膀胱を、女性
では膀胱と子宮を超えて自重により自然に前腹壁部６４にある下部Ｓ状結腸部８８に自然
に滑り落とし、上記大腸内視鏡１３の先端部３９が上記前腹壁部６４に当接して前腹壁部
６４の剛性抵抗により、上記大腸内視鏡１３の先端部３９は自然に Up angle方向（頭側方
向）へ転換される。
【００８８】
　このように、上記大腸内視鏡１３の大腸内部５７への挿入は、押し込むよりも、上記大
腸内視鏡１３の自重により落とし込んで大腸内部５７へ滑り込ませる方が安全であり、大
腸内視鏡１３の挿入による大腸の穿孔事故を有効に防止することができる。
【００８９】
　上記大腸内部において、大腸内視鏡１３の進行方向の確認が困難な場合には、上記大腸
内視鏡１３の先端部３９に設けられた鉗子口６１から、透明な水を大腸内壁１５に流下さ
せ、進行方向の確認を行うことができる。
【００９０】
　上記透明な水が移動する方向に上記大腸内視鏡１３を挿入することにより、上記大腸内
視鏡１３の進行方向の確認を行うことが出来る。
【００９１】
　上記大腸内視鏡１３の挿入の際に大腸内部５７に腸液や、必要であれば透明な水を注入
することにより、上記大腸内視鏡１３先端部３９の視界を確保することができ、Ｓ状結腸
部３９の頂部の視認性を保つことができる。尚、前立腺肥大等で膀胱内に残尿が多い人は
、導尿してでも充分に減らしておいた方が、上記Ｓ状結腸部３９をより容易に越えること
ができる。
【００９２】
　図６Ａ～図６Ｂに示すように、上記大腸内視鏡検査補助具１０を用いて、上記直腸肛門
部１２側から上記大腸内部５７の減圧を行うことにより、大腸内部５７の空気は腹部より
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も高位に配置されている直腸肛門部１２側に容易に移動し、上記管本体部１１からの吸引
により上記大腸内部５７の空気を強制的に迅速に排除することができる。
【００９３】
　従って、図６Ａ～図６Ｂに示すように、上記大腸内視鏡１３の先端部３９を前腹壁部６
４まで挿入した後に、陰圧供給部２１を駆動させ、上記陰圧供給通路２０を介して、上記
管本体部１１の先端部２９に設けられた上記複数の孔部１８より大腸内部５７の空気を吸
引させ、大腸内部５７の減圧を行う。
【００９４】
　上記大腸内視鏡検査補助具１０を用いた直腸肛門部１２からの吸引を行うとともに、大
腸内視鏡１３先端部３９に設けられている吸気孔４１からも吸引しながら、上記大腸内視
鏡１３を右回転させながら、上記大腸内視鏡１３が上記直腸肛門部１２から抜け落ちる寸
前である直腸肛門部１２から内方へ１０ｃｍ程度の位置に迄牽引して上記Ｓ状結腸部３８
を蛇腹状に折り畳んで短縮させる。
【００９５】
　図７Ａ～図７Ｂに示すように、上記管本体部１１による減圧操作により、大腸内壁１５
が上記大腸内視鏡１３の内視鏡筒部外側面部５６の全域に密着し、上記大腸内壁１５と上
記内視鏡筒部外側面部５６との間において大きな摩擦力を発生させることができ、上記摩
擦力を有する状態で上記大腸内視鏡１３を直腸肛門部１２側へ牽引することにより、上記
Ｓ状結腸部３８を蛇腹状に折り畳んで短縮させることができる。
【００９６】
　その後、図８Ａ～図８Ｂに示すように、に示すように、上記管本体部１１からの吸引減
圧を上記陰圧供給部２１に設けられた作動スイッチ（図示せず）を操作することにより一
時停止させるとともに、上記大腸内視鏡１３先端部３９からの吸引を停止させることによ
り、大腸内部の減圧を弱めた状態で、再び上記大腸内視鏡１３の先端部３９を前腹壁部６
４に落とし込んでいく。
【００９７】
　上記管本体部１１からの吸引により、上記折り畳まれた大腸を直腸肛門部１２側に保持
して、一度密着した大腸内壁１５の離脱を防止することができ、かつ、大腸内視鏡１３の
先端部３９においては、吸引を停止していることから、大腸内視鏡１３の先端部３９の視
界を確保しつつ上記大腸内視鏡１３の挿入を行うことができる。
【００９８】
　上記大腸内部の吸引、大腸内視鏡を右回転させながらの大腸の短縮、及び大腸内視鏡の
落とし込み操作を繰り返すことにより、大腸に強い癒着がない場合には、Ｓ状結腸部３８
を最短縮することができる。
【００９９】
　上記吸引減圧による大腸の折り畳み作業を行いつつ、大腸内視鏡１３を大腸内部５７へ
挿入する作業を詳細に説明すると、図２１に示すように、上記大腸内視鏡１３は大腸内部
５７に挿入され、上記直腸肛門部１２に設けられた管本体部１１から吸引を行うことによ
り大腸内部５７が減圧され、図２２に示すように、上記大腸内壁１５が上記大腸内視鏡１
３の内視鏡筒部外側面部５６の全域において密着する。
【０１００】
　図２２に示すように、上記大腸内壁１５と上記内視鏡筒部外側面部５６との密着は、上
記大腸内視鏡１３の先端部３９のみならず、上記内視鏡筒部外側面部５６の全域において
密着されることから、上記先端部３９周辺にのみ吸着される場合と比較して、上記大腸内
壁１５と上記内視鏡筒部外側面部５６との間により大きな摩擦力が発生する。
【０１０１】
　従って、図２３に示すように、上記管本体部１１による直腸肛門部１２からの吸引によ
り、上記大腸内壁１５と上記内視鏡筒部外側面部５６の全域において摩擦力を有する状態
で、上記大腸内視鏡１３を直腸肛門部１２側へ牽引することにより、上記大腸、例えばＳ
状結腸部３８を蛇腹状に折り畳むことができる。
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【０１０２】
　その後、図２４に示すように、上記管本体部１１による直腸肛門部１２からの吸引減圧
を止めずに、上記大腸内視鏡１３先端部３９からの吸引を停止させて、再び上記大腸内視
鏡１３の先端部３９を大腸内部５７に挿入する。
【０１０３】
　図２４に示すように、上記大腸内視鏡１３の先端部３９からの吸引を停止することによ
り、上記大腸内視鏡１３の先端部３９の視界を確保することができるとともに、上記直腸
肛門部１２からの吸引がなされていることから、直腸肛門部１２側においては、上記蛇腹
状に折り畳まれた大腸の折り畳み状態を維持することができる。
【０１０４】
　したがって、大腸、例えばＳ状結腸部３８の折り畳みを確実に行いつつ、大腸内部５７
へさらに大腸内視鏡１３を進入させることができるとともに、大腸内視鏡１３の視界を確
保しつつ、安全に内視鏡検査を行うことができる。
【０１０５】
　図９Ａ～図９Ｂに示すように、上記管本体部１１から大腸内部５７の吸引減圧を行いな
がら、上記内視鏡１３を右方向に回転させ、先端部３９を Neutral（中間位置）にした状
態で、上記大腸内視鏡１３を直腸肛門部１２から２５ｃｍ程度まで牽引することにより、
上記先端部３９を左側腸骨腔６７に滑落させ、上記大腸内視鏡１３の先端部３９を、大動
脈、下大動脈の総腸骨動静脈に分岐されたものが腸骨筋と合体して堤防様に形成された部
位（以下、腸骨アーチ４８と略称する。尚、上記「腸骨アーチ」という名称は発明者の創
案にかかる）に引掛ける。
【０１０６】
　図９Ａ～図９Ｂに示すように、Ｓ状結腸部３８の内腔を伸ばさないように、上記大腸内
視鏡１３の先端部３９からの吸引、及び直腸肛門部１２側に配置されている管本体部１１
からの吸引により、大腸内部５７の脱気を行いながら大腸内視鏡１３の挿入を行うことに
より、腹壁や肝臓部の抵抗により、上記先端部３９は、Ｓ状結腸下行結腸移行部４７へ接
近する。
【０１０７】
　上記大腸内視鏡１３の先端部３９及び管本体部１１から大腸内部５７を徹底的に吸引す
ることにより、上記大腸内壁１５を上記大腸内視鏡外側面部５６に密着させ、上記大腸内
視鏡１３を Up angle（上向き）状態にして右回転させながら上記大腸内視鏡１３を直腸肛
門部１２側へ牽引することにより、上記先端部３９は前腹壁部６４の剛性抵抗により固定
されたまま上記Ｓ状結腸部３８の短縮が行われる。
【０１０８】
　図９Ａ～図９Ｂに示すように、上記大腸内視鏡１３の先端部３９が Up angleの時は右回
転をし、 Down angleの時は左回転をしながら上記腸管４５を牽引する作業を繰り返すこと
により、上記大腸内視鏡１３の先端部３９を腸骨アーチ４８まで牽引し、腸管４５を蛇腹
状に短縮させる。
【０１０９】
　図９Ａ～図９Ｂに示すように、更に、上記大腸内視鏡１３を右方向に回転させながらＳ
状結腸部３８内の内腔に滑り込ませる。
　上記大腸内視鏡１３を回転させた場合であっても、上記Ｓ状結腸部３８の内腔が発見で
きない場合は、上記内視鏡１３の先端部３９から少量の送気を行い、上記大腸内視鏡１３
を大腸内部に２５ｃｍ挿入して、右回転させながら大腸を牽引して短縮させることにより
、内腔の発見が容易となる。
【０１１０】
　図４に示すように、上記Ｓ状結腸部３８は、周辺筋繊維等により周囲が固定されていな
い部位であり、下行結腸部４６は周辺筋繊維等により部分的に固定されている部位である
ため、上記Ｓ状結腸部３８から、上記下行結腸部４６へ移行する部位（以下、Ｓ状結腸下
行結腸移行部４７という）に至るまでの間、Ｓ状結腸部３８へ上記大腸内視鏡１３を単純
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に挿入するだけでは、上記Ｓ状結腸部３８が上記大腸内視鏡１３の挿入方向に伸長されて
しまうことから、上記大腸内視鏡１３を大腸深部に挿通させることは困難である。
【０１１１】
　したがって、図１０Ａ～図１０Ｂに示すように、上記大腸内視鏡１３を右方向に１８０
度回転させることにより、先端部３９を上記腸骨アーチ４８に引掛け、上記管本体部１１
から上記大腸内部５７の減圧を行いながら、直腸肛門部１２からの牽引を維持しながら、
右方向に３０度乃至６０度右回転させる。
　上記大腸内視鏡１３の先端部３９を Neutral（中間位置）にすることにより、下行結腸
部４６内の内腔を視認することができ、大腸内視鏡１３を下行結腸部４６内に自然に滑り
込ませていくことができる。
【０１１２】
　詳しくは図１２Ａ～図１２Ｃに示すように、上記大腸内視鏡１３の先端部３９を大動脈
、静脈、腸骨筋等によって堤防様に剛性化された腸骨アーチ４８に引掛けて支持させなが
ら、先端部３９を３０度乃至６０度右回転することにより、Ｓ状結腸部３８を蛇腹状に短
縮し、直線化させることができる。
【０１１３】
　図１３は、図９のＹ－Ｙ '断面（解剖学の分野においては、「矢状断」と称する）の仙
骨中央部において被検者３０のＳ状結腸部３８を長さ方向に切断し、結腸自由空間の立体
解剖像を示す半裁断面模型７０である。上記人体模型をもって、詳細に説明を行うと、図
９及び図１３に示すように、上記直腸肛門部１２から挿入した大腸内視鏡１３の先端部３
９を、比較的剛性を有する上記腸骨アーチ４８に引掛けて、３０度乃至６０度回転させる
ことにより、上記先端部３９を下行結腸部７３内に挿入することができる。
【０１１４】
　上記Ｓ状結腸部３８の直線化により、上記大腸内視鏡１３の屈折角度も鈍角化するので
、Ｓ状結腸部３８はさらに短縮され、上記管本体部１１からの吸引により、下行結腸部４
６内の空気は直腸肛門部１２側へ移動し、管本体部１１から外方へ排出される。
【０１１５】
　図１１Ａ～図１１Ｂに示すように、上記Ｓ状結腸部３８の直線化が行われることにより
、上記大腸内視鏡１３の先端部３９はＳ状結腸下行結腸移行部４７を越えて、下行結腸部
４６の腸液と空気により２層化された内腔が上記大腸内視鏡１３の視野内に現れ、先端部
３９が下行結腸部４６内に挿入される。
【０１１６】
　上記下行結腸４６内の腸液を上記大腸内視鏡１３の先端部３９から吸引を行いながら大
腸の牽引を緩めずに、上記大腸内視鏡１３を右回転のまま上記下行結腸４６内腔を１０ｃ
ｍ程度挿入させることにより、上記大腸内視鏡１３は上記下行結腸部４６内を進行し、図
４に示すように、上記大腸内視鏡１３の先端部３９が横行結腸部４９と上記下行結腸４６
との間に形成されている脾彎曲部５０に到達する。
【０１１７】
　上記大腸内視鏡１３の先端部３９を脾彎曲部５０に到達させる場合も、上記大腸内視鏡
１３を押し込むとＳ状結腸部３８が屈折し易いため、被検者を乗せている検査台の頭側を
少し下げて、大腸内視鏡１３の先端部３９を下げて、上記大腸内視鏡１３の自重により落
とし込むことにより、安全に大腸内視鏡１３を挿入することができる。
【０１１８】
　次に、図１４～図２０に示すように、上記大腸内視鏡１３を自由腸である横行結腸部４
９から固定腸である上行結腸部５４を介して盲腸部５５へ至る行程を上記石膏模型９９を
使用した概念図により説明する。
【０１１９】
　上記Ｓ状結腸部３８の牽引と短縮作業を行うことにより、Ｓ状結腸部３８が直線化され
、上記先端部３９が脾彎曲部５０を超えた場合であっても、上記大腸内視鏡１３の先端部
３９を横行結腸部４９内へ挿入した場合には、上記大腸内視鏡１３の挿入方向に自由腸で
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ある横行結腸部４９が伸長するため、上記大腸内視鏡１３の挿入が困難となる。
　従って、Ｓ状結腸部３８に次いで横行結腸部４９においても上記横行結腸部４９を折り
畳んで直線化する作業が必要となる。
【０１２０】
　図１４Ａ～図１４Ｃに示すように、上記大腸内視鏡１３の先端部３９が、脾彎曲部５０
を超え、横行結腸部４９を折り畳む場合には、腹臥位で被験者３０の身体の左側を４５度
上げると共に被験者３０の頭を下げさせることにより、直腸肛門部１２が最も高い位置に
なり脾湾曲部５０はより低い位置になる。
【０１２１】
　図１５Ａ～図１５Ｃに示すように、この状態で直腸肛門部１２側に設けられた管本体部
１１から陰圧を付与して、大腸内視鏡１３を牽引することにより横行結腸部４９を容易に
折り畳むことができる。
　この場合、脾湾曲部５０は固定腸の一部であるが、腹腔に強固に固定されているもので
はないことから、上記大腸内視鏡１３の牽引により直腸肛門部１２側に若干引き寄せられ
る。
【０１２２】
　図１６Ａ～図１６Ｃに示すように、被検者３０を上記右側臥位に近い腹臥位にさせた状
態で直腸肛門部１２に設けられた管本体部１１から、横行結腸部４９内部の空気を吸引す
ることにより、直腸肛門部１２側へ登ってくる空気を管本体部１１により吸引し、大腸内
部５７の減圧を行い、横行結腸部４９の大腸内壁１５を上記大腸内視鏡外側面部５６に密
着させながら、直腸肛門部１２に配置した管本体部１１の吸引を行うことにより、大腸内
視鏡１３の自重及び大腸内部５７の陰圧により、上記大腸内視鏡１３は大腸内部５７に引
き込まれるため、直線化した上記Ｓ状結腸部３８が再度元のように屈折化することを防止
しつつ、上記大腸内視鏡１３を横行結腸部４９内へ挿入させることができる。
【０１２３】
　図１７Ａ～図１７Ｃに示すように、上記挿入した大腸内視鏡１３を直腸肛門部１２側へ
牽引することにより、自由腸である上記横行結腸部４９を蛇腹状に折畳み、横行結腸部４
９の短縮を行う。
【０１２４】
　その後、図１８Ａ～図１８Ｃに示すように、上記大腸内視鏡１３の先端部３９において
肝湾曲部５３が見え、次に上記先端部３９が肝湾曲部５３を超えた場合には、上記大腸内
視鏡１３を容易に上行結腸部５４に挿入することができる。この場合、更に、被験者３０
の頭部を下げさせてより容易に挿入することもでき、上記直腸肛門部１２側に配置してい
る上記管本体部１１からの吸引により上行結腸部５４内の空気を吸引させ、上記上行結腸
部５４内の減圧を行う。
【０１２５】
　上記減圧により、上行結腸部５４の大腸内壁１５を上記大腸内視鏡外側面部５６に密着
させながら、上記大腸内視鏡１３を直腸肛門部１２側へ牽引することにより、図１９Ａ～
図１９Ｃに示すように、上記横行結腸部４９を蛇腹状に折畳むことができ、上記直腸肛門
部１２側へ上記横行結腸部４９を吊り上げ、上記横行結腸部４９の短縮化を行うことがで
きる。
　大腸内視鏡１３は、その自重により上行結腸部５４内に落とし込まれるとともに、上記
管本体部１１からの吸引により上行結腸部５４内は陰圧状態となっている。
【０１２６】
　したがって、上記吸引減圧操作を繰り返すことにより、図２０Ａ～図２０Ｃに示すよう
に、上記Ｓ状結腸部３８の直線化状態を維持し続けつつ、大腸内視鏡１３の自重により大
腸内部５７に落とし込むことにより、上記大腸内視鏡１３を押入することなく、医師は肝
彎曲部５３を意識することなく、上記大腸内視鏡１３を盲腸部５５まで挿入することがで
きる。
【０１２７】
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　また、図示していないが、本発明にかかる大腸内視鏡検査補助具は上記実施例に限られ
ず、上記管本体部１１の素材を管本体部１１の先端部２９側から基部２８側にのみ気体を
通過させることができる高分子素材等により形成することにより、上記管本体部１１に陰
圧供給通路２０を設けないように構成することもできる。
　この場合、上記管本体部１１の基部２８に設けられた陰圧供給部２１により、上記管本
体部の先端部全体から大腸内部の空気を吸引させることができる。
　従って、上記管本体部１１を直腸肛門部内に挿入し、管本体部１１の先端部全体から大
腸内部の空気を吸引させることにより、大腸内部の減圧を行うことができ、大腸の短縮及
び折り畳み作業を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
　本件発明は、本発明は、大腸内視鏡検査の際に使用される大腸内視鏡検査補助具として
使用することができるともに、検査医師が長期間の訓練を要することなく大腸内視鏡検査
を容易に行うことができる大腸内視鏡検査補助具に適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】図１は、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を示す側方断面図である。
【図２】図２は、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を示す蓋部を透視した状態における
下方平面図である。
【図３】図３は、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を被検者に装着させ、大腸内視鏡を
挿入した状態を示す斜視図である。
【図４】図４は、被検者の一般的な腸管構成を示す概念図である。
【図５】図５Ａ～Ｂは、大腸内視鏡の先端部が前腹壁部に当接した状態を示す各透視図で
ある。
【図６】図６Ａ～Ｂは、図５に示す状態において大腸内部を減圧して、大腸内壁を内視鏡
筒部外側面部に密着させた状態を示す各透視図である。
【図７】図７Ａ～Ｂは、図６に示す状態において、大腸を牽引して大腸を蛇腹状に折り畳
んだ状態を示す各透視図である。
【図８】図８Ａ～Ｂは、図７に示す状態において、管本体部からの吸引を作動スイッチを
操作することにより一時停止させ、減圧作業を停止した状態で大腸内視鏡を再び挿入した
状態を示す各透視図である。
【図９】図９Ａ～Ｂは、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を直腸肛門部に固定し、内視
鏡の先端部を腸骨アーチに引掛けた状態を示す各透視図である。
【図１０】図１０Ａ～Ｂは、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を直腸肛門部に固定し、
内視鏡の先端部をＳ状結腸部において内視鏡を右回転させながら、先端部を Neutral（中
間位置）にすることにより下行結腸部内の内腔を視認でき、この状態で内視鏡を下行結腸
部内に自然に滑り込ませている状態を示す各透視図である。
【図１１】図１１Ａ～Ｂは、大腸内視鏡の先端部がＳ状結腸下行結腸移行部を超えて、下
行結腸部に挿入された状態を示す各透視図である。
【図１２】図１２Ａ～Ｃは、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を直腸肛門部に固定し、
内視鏡の先端部を腸骨アーチに引掛け、大腸内視鏡を３０度乃至６０度右回転させた状態
を示す側面透視図である。
【図１３】図１３は、図９のＹ－Ｙ '断面（解剖学的には「矢状断」と称する）の仙骨中
央部において長さ方向に切断し、結腸自由空間の立体解剖像を示す半裁断面模型である。
【図１４】図１４Ａ～Ｃは、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を直腸肛門部に固定し、
内視鏡の先端部が脾彎曲部を超えた状態を示す各透視図である。
【図１５】図１５Ａ～Ｃは、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を直腸肛門部に固定し、
内視鏡の先端部が横行結腸部内に挿入され、大腸内部を減圧して大腸内視鏡を牽引するこ
とにより大腸を折り畳んだ状態を示す各透視図である。
【図１６】図１６Ａ～Ｃは、図１５に示す状態において、大腸内視鏡の自重及び大腸内部
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の陰圧により大腸内視鏡を横行結腸部に挿入させた状態を示す各透視図である。
【図１７】図１７Ａ～Ｃは、図１６に示す状態において、大腸内部を減圧して大腸内視鏡
を牽引することこにより、横行結腸部を蛇腹状に折り畳んだ状態を示す各透視図である。
【図１８】図１８Ａ～Ｃは、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を直腸肛門部に固定し、
内視鏡の先端部において肝湾曲部が見えた状態を示す各透視図である。
【図１９】図１９Ａ～Ｃは、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を直腸肛門部に固定し、
上行結腸内の空気を吸引させながら、横行結腸部を折り畳んだ状態を示す各透視図である
。
【図２０】図２０Ａ～Ｃは、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を直腸肛門部に固定し、
上行結腸内を減圧させながら挿入し、大腸内視鏡の先端部が盲腸分へ到達した状態を示す
各透視図である。
【図２１】図２１は、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具を直腸肛門部に固定し、大腸内
視鏡を大腸内部に挿入した状態を示す平面透視図である。
【図２２】図２２は、図２１に示す状態において大腸内部を減圧して、大腸内壁を内視鏡
筒部外側面部に密着させた状態を示す平面透視図である。
【図２３】図２３は、図２２に示す状態において、大腸を牽引して大腸を蛇腹状に折り畳
んだ状態を示す平面透視図である。
【図２４】図２４は、図２３に示す状態において、管本体部からの吸引を止めずに、大腸
内視鏡を再び挿入した状態を示す各透視図である。
【図２５】図２５は、本発明に係る大腸内視鏡検査補助具で使用される内視鏡の先端部の
一実施例を示す平面図である。
【図２６】図２６は、大腸内部における自由腸（Ｓ状結腸部、横行結腸部）が移動しうる
最大範囲を本願発明者自身のＣＴスキャンにより撮影した像に基づき作成された石膏模型
を示し、被検者を腹臥位にして左側腹壁を４５度引き上げた状態を示す側面図である。
【図２７】図２７は、大腸内部における自由腸（Ｓ状結腸部、横行結腸部）が移動しうる
最大範囲を本願発明者自身のＣＴスキャンにより撮影した像に基づき作成された石膏模型
を示し、被検者を腹臥位にして左側腹壁を４５度引き上げた状態における被検者の背面か
ら見た見下ろし図である。
【図２８】図２８は、大腸内部における自由腸（Ｓ状結腸部、横行結腸部）が移動しうる
最大範囲を本願発明者自身のＣＴスキャンにより撮影した像に基づき作成された石膏模型
を示し、被検者を腹臥位にして左側腹壁を４５度引き上げた状態を示す被検者の肛門側か
ら見た図である。
【符号の説明】
【０１３０】
１０　　大腸内視鏡検査補助具
１１　　管本体部
１２　　直腸肛門部
１３　　大腸内視鏡
１４　　内視鏡筒部
１５　　大腸内壁
１６　　吸引減圧部
１７　　固定部
１８　　孔部
１９　　減圧機構
２０　　陰圧供給通路
２１　　陰圧供給部
２２　　膨出部
２３　　流体供給部
２５　　潤滑剤供給部
２６　　空気流入遮断部
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２７　　バルーン体
２８　　基部
２９　　先端部
３０　　被検者
３３　　流体供給路
３４　　潤滑剤供給路
３５　　内壁周面
３６　　粘着テープ
３７　　流体供給源
３８　　Ｓ状結腸部
３９　　先端部
４０　　送気孔
４１　　吸気孔
４２　　直腸部
４３　　左側腹壁
４５　　腸管
４６　　下行結腸部
４７　　Ｓ状結腸下行結腸移行部
４８　　腸骨アーチ
４９　　横行結腸部
５０　　脾彎曲部
５１　　先端部吸引口
５２　　側面部吸引口
５３　　肝彎曲部
５４　　上行結腸部
５５　　盲腸部
５６　　内視鏡筒部外側面部
５７　　大腸内部
５８　　潤滑剤供給源
５９　　観察レンズ
６０　　ライトガイド
６１　　鉗子口
６４　　前腹壁部
６７　　左側腸骨腔
６９　　陰圧供給孔部
７０　　模型
８０　　ホース
８１　　流体供給孔部
８２　　ホース
８３　　潤滑剤供給孔部
８５　　ホース
８６　　開口部
８８　　下部Ｓ状結腸部
８９　　上部Ｓ状結腸部
９０　　保持片
９１　　枕
９２　　陰圧室
９３　　蓋部
９４　　アダプター（大）
９５　　アダプター（小）
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９６　　空気流入遮断部
９７　　逆支弁
９８　　逆支弁
９９　　石膏模型
【要約】　　　（修正有）
【課題】検査医師が長期間の訓練を要することなく大腸内視鏡検査を容易に行うことがで
きる大腸内視鏡検査補助具の提供を図る。
【解決手段】大腸内視鏡検査時に、内視鏡と共に使用される大腸内視鏡検査補助具１０で
あって、直腸肛門部内に配置され、上記大腸内視鏡１３が内部に挿通される管本体部１１
と、上記管本体部１１に設けられ、上記直腸肛門部から大腸内部を減圧して上記内視鏡筒
部外側面部５６に大腸内壁を密着させうる吸引減圧部１６とを有する。
【選択図】　図１
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

(24) JP 3770902 B1 2006.4.26



【 図 ２ ５ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】
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